
 

 

国登録有形文化財木村家住宅整備活用事業民間事業者選定（公共施設等運営権） 

アドバイザリー業務 仕様書 

 

１ 業務の目的 

木村家住宅（八尾市東本町２丁目地内）は、主屋を中心として江戸時代後期以降順次建

築・増築され、河内木綿商屋敷の当時の歴史や文化を継承する建築物群として令和３年６月

に国登録有形文化財に登録された※。 

※国登録有形文化財木村家住宅の概要については資料１のとおり 

この木村家住宅の活用にあたって実施する「国登録有形文化財木村家住宅整備活用事業

（以下「本事業」という。）」は、文化財としての価値を失うことなく、伝統や歴史、文化

及びそれらを育んだ建築空間を次世代へ継承し、地域の新たな魅力向上に寄与することを目

的とする。 

本事業は、民間の創意工夫が発揮され、効率的かつ効果的な事業実施による市の財政負担

の軽減等が図られるとともに、魅力あふれる施設となることを期待し、民間の資金、経営能

力等の活用を図り、民間と行政のパートナーシップのもと、本事業を効率的かつ効果的に推

進するため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下

「PFI法」という。）に基づく公共施設等運営事業（コンセッション方式）として実施するこ

とを予定している。 

本業務は、本事業に係る実施方針の公表から事業者選定、契約の締結までに必要となる各

種検討及び募集資料等の作成を行い、本事業を担う民間事業者の募集・選定プロセスの的確

な推進を支援することを目的とする。 

 

２ 業務の内容 

（１）募集書類の作成支援 

①実施方針・要求水準書の作成支援 

9月議会上程予定の「木村家住宅を活用した施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関す

る条例（仮）」に基づき定める実施方針及び木村家住宅整備活用事業の供用開始後の維持管

理・運営に係る要求水準の作成を支援する。 

なお、実施方針及び要求水準書については、選定委員会に（案）を提出し、承認を得るも

のとする。 

②募集要項の作成支援 

本事業を実施する民間事業者を募集する手続きについて、本事業の事業概要、事業スケジ

ュール、応募者の参加資格要件、提案書の作成要領、提案金額の算定方法等を整理し、募集

要項の作成を支援する。 

③審査基準の作成支援 

民間事業者を選定するための審査項目、審査項目ごとの評価の視点・配点、審査方法等を

検討し、審査基準の作成を支援する。 



 

④事業契約書（案）及び基本協定書（案）の作成支援 

実施方針のリスク分担表、並びに実施方針に対する民間事業者からの質問・意見等をふま

え、民間事業者の履行業務内容、サービス対価支払、契約の終了及び債務不履行、法令変更

及び不可抗力発生時の取扱い等を検討し、事業契約書（案）の作成を支援する。 

あわせて、選定された事業者が特別目的会社を設立する場合はその設立・出資に関する条

件、事業契約締結までの手続等を検討し、基本協定書（案）の作成を支援する。 

なお、本項目は、PPP事業の経験を有する弁護士の協力を得て実施すること。 

⑤様式集の作成支援 

参加資格の確認に関する提出書類及び提案書等の様式類について必要な記載事項等を整理

した様式集の作成を支援する。 

 

（２）実施方針等への質問に対する回答支援 

公表した実施方針等に関し、民間事業者から提出された質問及び意見を整理し、質問に対

しては回答書の作成を支援する。 

 

（３）特定事業の選定支援 

定性的評価等により本事業を特定事業として選定する理由を整理し、PFI法第7条に基づく

特定事業の選定に関する公表文書の作成を支援する。なお、特定事業の選定においてVFM

（Value for Money）の算定は実施しないこととする。 

 

（４）募集書類への質問に対する回答支援（２回）及び競争的対話支援 

公募開始時に公表した資料（募集要項、様式集、要求水準書、事業契約書案、基本協定書

案及び審査基準）に関し、民間事業者から提出された質問を整理し、質問に対する回答書の

作成を支援する。 

募集書類の調整のため民間事業者による幅広い提案を求める競争的対話について、資料作

成、対話への出席及び質疑回答の助言を行う。 

あわせて、募集書類への質問に対する回答及び競争的対話をふまえ、必要に応じて募集書

類の修正を行う。 

 

（５）選定委員会の運営支援（３回） 

「国登録有形文化財木村家住宅整備活用事業に係る八尾市PFI事業者選定委員会」（以下

「選定委員会」という。）の運営について適切なアドバイスを行うとともに、選定委員会資

料及び選定委員会議事録の作成を支援する。また、選定委員会において、実施方針等の検

討、応募者のプレゼン審査及び最優秀提案の決定を行う際に立ち合い、必要に応じて質疑回

答の助言を行う。 

 

 



（６）事業者提案の審査支援 

選定委員会における審査結果をふまえ、審査講評の作成を支援する。また、選定された事

業予定者の提案内容を踏まえて、PFI法第11条に基づく公表資料の作成を支援する。 

 

（７）契約締結に係る支援 

選定された民間事業者と市の契約締結に向けて、事業契約書（案）についての最終的な疑

義を調整し、市と民間事業者の契約締結に関する支援を行う。 

本項目は、PPP事業の経験を有する弁護士の協力を得て実施する。 

 

（８）その他 

 文化財を活用した公共施設等運営権の事例について、適宜、調査を行い、業務の参考とす

ること。 

 業務開始時に、別紙２「事業スケジュール・案」をふまえ、業務実施体制及び業務スケジ

ュールを作成して提出すること。 

 

４ 業務期間 

  契約締結日～令和９年３月３１日 

 

５ 成果品 

・報告書５部（Ａ４版、縦型、横書き、ファイル綴じ） 

・電子データ納品（CD-ROM等に収納）。 
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整
備
工
事
計
画
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概
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【基
本
方
針
】

・木
村
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文
化
財
の
価
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加
え
て
、
駅
に
近
い
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便
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し
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新
た
な
に
ぎ
わ
い
と
地
域
の
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性
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継

承
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た
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木
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商
人
屋
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と
し
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復
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来
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西
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【
令
和
８
年
度

事
業
内
容
】

国
登
録
有
形
文
化
財
木
村
家
住
宅
及
び
隣
接
地
に
建
設
予
定
の
新
設
建
物
に
つ
い
て
、
文
化
財
の
価
値
を
失
う
こ
と
な
く
、
魅
力
あ
ふ
れ

る
活
用
を
め
ざ
し
て
、
民
間
の
創
意
工
夫
と
効
率
性
の
高
い
持
続
可
能
な
施
設
活
用
を
行
う
た
め
、
公
共
施
設
等
運
営
権
（
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ

ン
方
式
）
に
よ
る
運
営
を
行
う
民
間
事
業
者
を
、
実
施
設
計
前
に
選
定
し
、
事
業
者
の
意
見
を
ふ
ま
え
た
整
備
を
行
う
。

【
令
和
７
年
度
（
過
年
度
）
】

①
施
設
の
活
用
方
法
を
検
討
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
を
実
施

②
整
備
方
法
：

E
O

I方
式
・運
営
方
法
：
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
を
決
定

③
コ
ン
セ
ッ
シ
ョン
方
式
導
入
に
む
け
た
事
例
調
査
、
実
施
方
針
及
び
要
求
水
準
書
の
検
討

以
降
の
計
画

【
令
和
９
年
度
】
整
備
工
事
基
本
・実
施
設
計
：
運
営
事
業
者
の
意
見
聴
取

【
令
和
1
0
～
1
1
度
】
整
備
工
事
の
実
施

【
令
和
1
2
年
度
】
コ
ン
セ
ッ
シ
ョン
方
式
に
よ
る
運
営
開
始

５
月

実
施
方
針
（
案
）
策
定

4
月
～

8
月

募
集
要
項
・
要
求
水
準
書
・
審
査
基
準
等
の
作
成
→

8
月

第
1
回
選
定
委
員
会

9
月

実
施
方
針
条
例
の
制
定

1
0
月

第
2
回
選
定
委
員
会
→

1
0
月
～

1
月

運
営
事
業
者
公
募

2
月

第
3
回
選
定
委
員
会
・
運
営
事
業
者
選
定

→
3
月

運
営
事
業
者
基
本
協
定
締
結

経
緯
・
検
討
状
況
等

・
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
導
入
に
至
っ
た
理
由
：
令
和
７
年
度
前
半
期
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。
安
定
的
な
施
設
運
営
に

は
、
本
市
の
指
定
管
理
者
制
度
の
５
年
を
限
度
と
す
る
の
で
は
な
く、

1
0
年
以
上
の
長
期
の
事
業
期
間
の
確
保
が
必
要
と
の
意
見
が

大
勢
を
し
め
た
。

⇒
こ
れ
ら
の
意
見
を
ふ
ま
え
、
木
村
家
住
宅
の
新
た
な
活
用
方
法
と
し
て
、
運
営
手
法
に
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
を
採
用

事
業
の
概
要



 

資料２「事業スケジュール・案」 
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